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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　伝導性材料圧縮複合タンク用の追跡システムにおいて、
　包み込み領域（１３０）によって包囲されるプラスチックライナー（１２０）および内
部体積空間（１３３）を有する複合圧縮タンク容器（１００）と、
　閉止末端（１５５）および解放基端（１６０）を具備する、プラスチック製、非カーボ
ン性のブラインドボス（１５０）であって、当該閉止末端（１５５）が上記ライナーに固
着されている、上記ブラインドボスと、
　環状壁部（１６２）により包囲された、上記ブラインドボスのキャビティ（１６４）と
、
　上記ブラインドボスの上記キャビティ中に固着されたアンカー材料（２００）と、
　上記アンカー材料中に固着されたＲＦＩＤ装置とを有することを特徴とする、追跡シス
テム。
【請求項２】
　請求項１記載の伝導性材料圧縮複合タンク用の追跡システムにおいて、さらに、
　上記ＲＦＩＤ装置中のメモリにストアされたデータと、
　上記ＲＦＩＤ装置と信号通信を行うＲＦＩＤ読取器とを有し、
　上記ＲＦＩＤ装置の上記メモリにストアされているデータが読みだされる、追跡システ
ム。
【請求項３】
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　請求項１記載の伝導性材料圧縮複合タンク用の追跡システムにおいて、上記ブラインド
ボスは粗面化された内部環状壁部（１６２）を有する、追跡システム。
【請求項４】
　請求項１記載の伝導性材料圧縮複合タンク用の追跡システムにおいて、ブラインドボス
はその内部環状壁部にネジ溝が形成される、追跡システム。
【請求項５】
　請求項１記載の伝導性材料圧縮複合タンク用の追跡システムにおいて、そのキャビティ
内に突起（４５０）を有する、追跡システム。
【請求項６】
　請求項１記載の伝導性材料圧縮複合タンク用の追跡システムにおいて、さらに、部分的
に上記キャビティ内において上記内部環状壁部と固着される挿入可能な端部スリーブ（５
００）を有し、もって、上記スリーブが上記ブラインドボスの上記解放基端の直径を有効
的に減少させる、追跡システム。
【請求項７】
　請求項１記載の伝導性材料圧縮複合タンク用の追跡システムにおいて、さらに、部分的
に上記キャビティ内において上記内部環状壁部（１６２）に固着される挿入可能なプラグ
（７００）を有し、もって、上記プラグが上記アンカー材料および上記ＲＦＩＤ装置を含
む、追跡システム。
【請求項８】
　請求項１記載の伝導性材料圧縮複合タンク用の追跡システムにおいて、さらに上記内部
環状壁部上に付加的なアンカー材料（１７０）のコーティングを有する、追跡システム。
【請求項９】
　請求項２記載の伝導性材料圧縮複合タンク用の追跡システムにおいて、上記ＲＦＩＤ読
取器が上記ＲＦＩＤ装置から読みだした情報をネットワーク（１１００）に供給する、追
跡システム。
【請求項１０】
　伝導性材料圧縮複合タンク用の資産管理システムにおいて、
　包み込み領域（１３０）によって包囲されるプラスチックライナー（１２０）および内
部体積空間（１３３）を有する複合圧縮タンク容器（１００）と、
　閉止末端において上記ライナーに固着され、解放基端（１６０）と、環状壁部（１６２
）により包囲されたキャビティ（１６４）とを具備する、プラスチック製、非カーボン性
のブラインドボス（１５０）と、
　上記ブラインドボスの上記キャビティ中に固着されたアンカー材料（２００）と、
　上記アンカー材料中に固着されたＲＦＩＤ装置と、
　上記ＲＦＩＤ装置と信号通信を行うＲＦＩＤ読取器（１０００）とを有することを特徴
とする、資産管理システム。
【請求項１１】
　請求項１０記載の伝導性材料圧縮複合タンク用の資産管理システムにおいて、上記ＲＦ
ＩＤ読取器がネットワーク（１１００）を通じてサーバ（１１２０）と信号通信を行い、
上記ＲＦＩＤ装置から収集したデータを上記サーバに供給する、資産管理システム。
【請求項１２】
　請求項１１記載の伝導性材料圧縮複合タンク用の資産管理システムにおいて、上記ＲＦ
ＩＤ読取器は、約５メートルまでの距離で、上記ＲＦＩＤ装置と信号通信を行う、資産管
理システム。
【請求項１３】
　請求項１１記載の伝導性材料圧縮複合タンク用の資産管理システムにおいて、上記ＲＦ
ＩＤ読取器は、約１０メートルまでの距離で、上記ＲＦＩＤ装置と信号通信を行う、資産
管理システム。
【請求項１４】
　請求項１１記載の伝導性材料圧縮複合タンク用の資産管理システムにおいて、上記ＲＦ
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ＩＤ読取器は、約１５メートルまでの距離で、上記ＲＦＩＤ装置と信号通信を行う、資産
管理システム。
【請求項１５】
　請求項１１記載の伝導性材料圧縮複合タンク用の資産管理システムにおいて、上記サー
バは供給された上記データを分析して上記データの少なくともいくつかをリモートのコン
ピュータ装置（１３００）に供給する、資産管理システム。
【請求項１６】
　請求項１０記載の伝導性材料圧縮複合タンク用の資産管理システムにおいて、さらに、
入力装置（１２００）を有し、上記入力装置（１２００）が上記ＲＦＩＤ読取器（１００
０）と同時に、これに限定されないけれども、ｊｐｅｇ、ｍｐｅｇ、ジオグラフィック位
置、温度、動力車ＩＤ、日付および時刻の１つまたは複数を含む他のデータを収集し、上
記入力装置は上記他のデータを上記ネットワークを通じて上記サーバに供給する、資産管
理システム。
【請求項１７】
　複合伝導性圧縮タンクを追跡する方法において、
　複合圧縮タンク容器のプラスチック製ライナーに、開放キャビティを具備するブライン
ドボスを固着または形成するステップと、
　上記キャビティ中にアンカー材料を用いてＲＦＩＤ装置を固着するステップと、
　上記ＲＦＩＤ装置のメモリ中にデータをストアするステップと、
　ストアされた上記データをＲＦＩＤ書き込み器／読取器で読み出すステップと、
　収集されたデータをネットワークを通じてサーバに供給するステップとを有することを
特徴とする方法。
【請求項１８】
　請求項１７記載の方法において、上記ＲＦＩＤ書き込み器／読取器を用いて上記ＲＦＩ
Ｄ装置にデータを書き込むステップをさらに有する、方法。
【請求項１９】
　請求項１７記載の方法において、上記ＲＦＩＤ装置のデータの読出しと同時に入力装置
を用いて他のデータをネットワークに供給するステップをさらに有し、上記他のデータは
、ｊｐｅｇ、ｍｐｅｇ、ジオグラフィック位置、温度、動力車ＩＤ、視覚的検査のうちの
少なくとも１つである、方法。
【請求項２０】
　請求項１７記載の方法において、上記アンカー材料は低誘電性を有する、方法。
【発明の詳細な説明】
【関連出願のクロスリファレンス】
【０００１】
　この出願は、２０１４年１０月２４日に提出された米国特許出願第１４／５２３，１２
８号の優先権を主張する国際特許出願であり、その内容は参照してここに組み込む。
【背景】
【０００２】
［技術分野］
　この開示は、絶縁ＲＦＩＤタグ結合タンク用のブラインドボス実装に関する。
［全般的な背景］
【０００３】
　動力車における圧縮燃料に関して安全性および重量の間に継続的にトレードオフがあり
、タンク重量を減少させる伝統的な方法は、ビンディングマトリックス内のファイバで包
囲されたプラスチック裏打ちタンクを用い、充填／非充填について流体結合を行うことを
含んでいた。図１は、伝統的な複合タンク構造を示す。そのような複合圧力容器「Ｔ」は
、プラスチックライナー「Ｌ」の上に包囲領域「Ｗ」を形成するビンディングマトリック
ス中の包囲用強化ファイバによって構築される。極ボス「Ｏ」はライナーに結合され部分
的に包囲部中にある。このボスは内部圧力チャンバ「Ｉ．Ｖ」への流体連結「Ｖ」を有す
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る。ファイバ材料は多くの場合カーボンファイバ、または他の伝導性材料から形成される
。
【０００４】
　これら複合タンクは、金属タンクより軽いけれども、切れ目や溝等から損傷を受けやす
い。タンクは、また、天候、充填・非充填の繰り返しに伴うストレスを受けやすい。その
ようなタンクは定期的に検査が必要である。また、そのようなタンクは高価であり、盗難
にもあいやすい。最後に、そのようなタンクは仕様上の寿命と使用、損傷等に依存する実
際の寿命とを有する。
【発明の概要】
【０００５】
　筒型圧縮カーボンファイバフィラメント包囲の複合筒は気体燃料を貯蔵するための金属
製タンクの軽量代替物である。そのような筒は、少なくとも破裂レーティングに等しい量
の内部印加のフープ応力や軸応力に耐えることができる。
【０００６】
　タンクが無線で追跡され特定される加圧気体貯蔵タンクの装置、システム、および方法
の側面の事例的な実装がここに開示される。特定されたタンクは「窃盗」後に「発見」さ
れて良い。特定されたタンクが過去に損傷を受けている場合には、これは、検査および安
全性を目的として過去に損傷を受けているものとして特定される。特定されたタンクは、
検査または資産追跡のために配列されるように位置を地図表示して良い。無線周波数識別
体（ＲＦＩＤ）との間の信号通信は、無線波を使用して対象のＲＦＩＤタグを特定し追跡
する無線通信の形態や、ＲＦＩＤタグが隣接し、または伝導性材料または表面に接触する
とＲＦＩＤと干渉可能である形態である。
【０００７】
　ＲＦＩＤタグは追跡対象の物品に取り付けられる。これらタグは集積回路を有し、これ
がアンテナに接続される。オンボードメモリ中のタグは、製品コードまたは他の識別子を
ストアし、これが読出器によって読出し可能である。ＲＦＩＤ読出器はアンテナを通じて
ＲＦＩＤタグに、電力、並びにデータおよび命令を供給することができる装置である。読
出器およびタグは信号通信を行う。
【０００８】
　ＲＦＩＤシステムは、それらが使用する周波数帯によってさらに分けることができる。
すなわち、低周波、高周波、および超高周波である。また、ＲＦＩＤシステムには受動お
よび能動の２つの広範なカテゴリがある。ＬＦバンドは３０ＫＨｚから３００ＫＨｚの周
波数をカバーする。典型的なＬＦ－ＲＦＩＤシステムは１２５ＫＨｚで動作し、ただし、
いくつかは１３４ＫＨｚで動作する。この周波数バンドは１０ｃｍの短距離の読み取り範
囲を実現する。ＨＦバンドは３から３０ＭＨｚの範囲である。ほとんどのＨＦ－ＲＦＩＤ
システムは１３．５６ＭＨｚで、読み取り範囲は１０ｃｍから１ｍの間である。ＨＦシス
テムはわずかな干渉に対して感受性を有する。ＵＨＦ周波数バンドは３００ＭＨｚから３
ＧＨｚの範囲をカバーする。ＲＦＩＤのＵＨＦ　Ｇｅｎ２標準に適合するシステムは８６
０から９６０ＭＨｚのバンドを利用する。地域ごとに周波数に関していくらかの変更があ
るけれども、ＵＨＦ　Ｇｅｎ２　ＲＦＩＤシステムはほとんどの国において９００から９
１５ＭＨｚの間で動作する。
【０００９】
　受動ＵＨＦシステムの読み取り範囲は１２ｍ程度であって良く、ＵＨＦ　ＲＦＩＤはＬ
ＦまたはＨＦより速いデータ転送速度を有し、ＵＨＦ　ＲＦＩＤが最も干渉の影響を受け
やすい。
【００１０】
　能動ＲＦＩＤシステムにおいては、タグが、それ自身のトランスミッタおよび電源を具
備する。通常、電源はバッテリである。能動タグは、自らの信号をブロードキャストして
自らのマイクロチップにストアされている情報を伝送し、１００ｍまでの範囲を実現する
。
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【００１１】
　動的タグには２つの主たるタイプがある。すなわち、トランスポンダおよびビーコンで
ある。トランスポンダは、読取器から無線信号を受信すると「起動」され、電源をオンに
し、信号を返すことにより応答する。トランスポンダは読取器の信号を受信するまで無線
波を動的に放射しないので、バッテリ寿命を長くする。ビーコンは、資産の正確な位置を
連続して追跡するために、ほとんどの実時間位置決めシステム（ＲＴＲＳ）に使用されて
いる。トランスポンダと違って、ビーコンは読取器の信号によって電源がオンされるもの
ではない。その代わり、それらは、予め設定された間隔で信号を放射する。位置決め精度
の必要レベルに応じて、ビーコンは数秒ごとに、または１日に一回信号をだすように設定
されて良い。各ビーコンの信号は、監視領域の周囲あたりに位置決めされ、タグＩＤ情報
および位置を通信する読取器アンテナによって受信される。
【００１２】
　受動ＲＦＩＤシステムにおいては、読取器および読取器アンテナが無線信号をタグに送
る。そして、ＲＦＩＤタグは、伝送された信号を利用して電源をオンにし、読取器にエネ
ルギを反射して戻す。
【００１３】
　受動タグは、具体的なＲＦＩＤ用途の要求に応じて、多くの異なる態様でパッケージ化
されて良い。例えば、これらは基体の上に実装されて良く、また、粘着層および紙ラベル
の間に挟まれてスマートＲＦＩＤラベルを形成して良い。また、受動タグは種々の素子ま
たはパッケージ中に組み込まれて、極限温度または刺激性化学薬品に耐性があるタグを製
造して良い。
【００１４】
　ＲＦＩＤ読取器は、問合器としても知られ、タグデータおよび情報を必要とするシステ
ムソフトウェアの間の接続を実現する装置である。この読取器はその動作領域内のタグと
通信して、単純な連続的なリスト作成、フィルタリング（所定の基準に適合するタグを探
索する）、選択されたタグへの聞き込み（またはエンコード）を含む、任意の数のタスク
を実行する。
【００１５】
　この出願で開示されるシステムの回路、部品、および／または装置のいくつかは相互に
信号通信を行うものとして説明され、この信号通信は、回路、部品および／または装置の
間の任意のタイプの通信および／または接続であって、回路、部品および／または装置が
、他の回路、部品および／または装置との間で信号を受け取ることを可能にするものを指
す。通信および／または接続は、回路、部品、および／または装置の間の任意の経路を沿
うものであって良く、これは１つの回路、部品からの信号および／または情報を通過させ
るものである。信号経路は、自由空間（電磁波伝送の場合）のような非実体的なもので良
く、また、デジタル部品を通じた情報経路であって良く、ここでは、通信情報が一方の回
路、部品、モジュールおよび／または装置から他方へ種々のアナログおよび／またはデジ
タルフォーマットで電磁的に直接に接続することなく、伝送される。これらの情報経路は
、アナログ－デジタル変換（「ＡＤＣ」）、デジタル－アナログ変換（「ＤＡＣ」）、デ
ータ変換、例えば、ファーストフーリエ変換）「ＦＦＴ」）、時間－周波数変換、周波数
－時間変換、データベースマッピング、信号処理ステップ、コーディング、変調、復調、
その他も含んで良い。
【００１６】
　いくつかの事例的な実装例において、ここで開示される側面は、伝導性材料圧縮複合タ
ンクのための追跡システムであり、タンクは複合圧縮タンク容器を含み、この容器は、プ
ラスチック、非カーボンのボスを具備し、このボスは解放基端を具備し、環状壁部に包囲
されたキャビティを具備し、これにアンカー材料が固着され、アンカー材料の内部にＲＦ
ＩＤが固着される。
【００１７】
　いくつかの事例的な実装例において、ここで開示される側面は、伝導性材料圧縮複合タ
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ンクのための追跡システムであり、タンクは、複合圧縮タンク容器を含み、この容器は、
プラスチック、非カーボンのボスを具備し、このボスは解放基端を具備し、環状壁部に包
囲されたキャビティを具備し、これにアンカー材料が固着され、アンカー材料の内部にＲ
ＦＩＤが固着され、データがＲＦＩＤ装置のメモリにストアされ、ＲＦＩＤ読取器がＲＦ
ＩＤ装置と信号通信を行い、もって、ＲＦＩＤ装置のメモリにストアされた情報が読みだ
される。いくつかの場合には、ＲＦＩＤ読取器により収集されたデータがネットワークお
よびサーバの１つまたは複数に供給される。
【００１８】
　上述の実装構成において、ブラインドボスは１または複数の粗面化された内部環状壁部
、内部環状壁部に付加されたコーティング、環状壁部上のネジ溝、キャビティ中の突起を
具備して良い。
【００１９】
　上述の実装構成において、ブラインドボスは、部分的にキャビティ内にあり、内部環状
壁部に固着される挿入可能は端部スリーブ、および内部環状壁部に固着される挿入可能な
プラグの１つまたは複数個を具備して良い。
【００２０】
　いくつかの事例的な実装例において、ここで開示される側面は、伝導性材料圧縮複合タ
ンク用の資産管理システムであり、タンクは、複合圧縮タンク容器を含み、この容器は、
解放基端、環状壁部により包囲されたキャビティを具備する、プラスチック製、非カーボ
ン性のブラインドボス、ブラインドボス中に固着されたＲＦＩＤ装置用アンカー材料を有
し、ＲＦＩＤ読取器がＲＦＩＤ装置と信号通信を行う。いつくかの場合において、ＲＦＩ
Ｄ読取器がネットワークを通じてサーバと信号通信を行い、ＲＦＩＤ装置から収集したデ
ータをサーバに供給する。
【００２１】
　いくつかの事例的な実装例において、ここで開示される側面は、伝導性材料圧縮複合タ
ンク用の資産管理システムであり、タンクは、複合圧縮タンク容器を含み、この容器は、
解放基端、環状壁部により包囲されたキャビティを具備する、プラスチック製、非カーボ
ン性のブラインドボス、ブラインドボス中に固着されたＲＦＩＤ装置用アンカー材料を有
し、ＲＦＩＤ読取器がＲＦＩＤ装置と信号通信を行う。いつくかの場合において、ＲＦＩ
Ｄ読取器は約１５メータで信号通信を行う。いつくかの場合において、ＲＦＩＤ読取器は
約１０メータで信号通信を行う。いつくかの場合において、ＲＦＩＤ読取器は約５メータ
で信号通信を行う。
【００２２】
　いくつかの事例的な実装例において、ここで開示される側面は、伝導性材料圧縮複合タ
ンク用の資産管理システムであり、タンクは、複合圧縮タンク容器を含み、この容器は、
解放基端、環状壁部により包囲されたキャビティを具備する、プラスチック製、非カーボ
ン性のブラインドボス、ブラインドボス中に固着されたＲＦＩＤ装置用アンカー材料を有
し、ＲＦＩＤ読取器がＲＦＩＤ装置と信号通信を行う。いつくかの場合において、ＲＦＩ
Ｄ読取器がネットワークを通じてサーバと信号通信を行い、ＲＦＩＤ装置から収集したデ
ータをサーバに供給する。いくつかの場合において、ＲＦＩＤ読取器と同時に、入力装置
が、タンク、動力車、またはタンクまたは動力車の位置に関連する、またはこれから由来
する、他のデータを収集して、ナットワークを介してサーバに供給する。他のデータはこ
れに限定されないけれども、ｊｐｅｇ、ｍｐｅｇ、ジオグラフィック位置、温度、動力車
ＩＤ、日付および時刻を含む。
【００２３】
　いくつかの事例的な実装例において、ここで開示される側面は、複合伝導性圧縮タンク
を追跡する方法であり、この方法は、タンク上のプラスチック非伝導性ブラインドボス中
にアンカー材料を用いてＲＦＩＤを固着するステップと、ＲＦＩＤ装置のメモリ中にデー
タをストアするステップと、ストアされたデータをＲＦＩＤ書き込み器／読取器で読み出
すステップと、収集されたデータをネットワークを通じてサーバに供給するステップとを
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有する。いくつかの場合において、この方法はＲＦＩＤ書き込み器／読取器を用いてＲＦ
ＩＤ装置にデータを書き込むステップを有する。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
　この開示内容の上述の特徴は、添付図面に関連して以下に説明される内容を参照して、
ますます明瞭になり、これら図面において類似の番号は類似の要素を指す。
【図１】伝統的な複合タンクである。
【図２】ブラインドボスを具備する複合タンクである。
【図３】図２のブラインドボスの拡大図である。
【図４】図２のブラインドボスの拡大図である。
【図５】ブラインドボスの代替構造である。
【図６】ブラインドボスの代替構造である。
【図７】ブラインドボスの代替構造である。
【図８】ブラインドボスの代替構造である。
【図９】ブラインドボスの代替構造である。
【図１０】コンピュータ化された追跡システムの全体図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　明細書は、新規と考えられる、開示内容の特徴を記述する特許請求の範囲を含むけれど
も、この開示の教示するところは、付属物や、類似の参照番号が繰り返される、図面と関
連してなされる以下の説明を考慮してより良好に理解できる。図面中の説明および記号は
すべて参照してここに組み入れられる。
【００２６】
　図１は、伝統的な複合圧力気体容器を示す。これらタンクは、しばしば、動力車におい
て天然ガスまたは水素燃料を搬送するのに使用され、もって、その重量を減少させ、これ
らタンクはしばしば複合層および非金属である。伝統的なタンク「Ｔ」はプラスチックラ
イナー「Ｌ」によって形成される内部体積空間「Ｉ．Ｖ」を有する。ライナーは出力首部
「Ｏ」を具備し、これが、バルブ「Ｖ」を介して外部世界にＩ．Ｖを流体連通させる。ラ
イナー「Ｌ」は材料および樹脂「Ｗ」で包み込まれ、これが気体燃料の侵入の境界を形成
する。
【００２７】
　図２～図４はブラインドボス追跡部１０５を具備する複合圧縮気体タンク１００を示す
。タンク１００は、包み込み領域１３０により包囲されたライナー１２０によって形成さ
れ、これは、硬化された接着剤または樹脂のようなバインダ中のファイバマトリックスを
有する。内部体積空間１３３は、ライナーによって形成される。タンク１３５の外部がさ
らに防護材料（図示しない）によって包み込まれて良い。包み込み領域は、カーボンファ
イバ、ＫＥＶＬＡＲ　ＴＭ　ファイバ、グラスファイバ、および／または他のファイバー
タイプの材料をマトリックスバインダ中に使用して強固で、爆破耐性があり、軽量なタン
クを形成する。ただし、カーボンファイバは伝導性があり、実験によれば、無線周波数伝
送および受信との干渉が見出された。
【００２８】
　ここで開示されるブラインドボス１５０は、非カーボンプラスチックライナーの一部と
して形成され、またはカーボンプラスチックライナーの端部に付加され、非カーボンプラ
スチックから形成される。ブラインドボスは、閉じた末端１５５と、解放された基端１６
０と内部環状壁部１６２と外部環状壁部１６３と内部キャビティ１６４とを具備する。ブ
ラインドボス内において、ＲＦＩＤとの間の通信に干渉しないアンカー材料２００がＲＦ
ＩＤ３００の素子に沿って付加される。
【００２９】
　ＲＦＩＤ装置はデータを含むメモリを有する。データは、タンク、起源、サービス日付
を特定するためのコードであって良い。ＲＦＩＤ装置は非揮発性メモリ、読み取り専用メ
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モリ、書き込み可能メモリのうちの少なくとも１つを含んで良い。当業者は、ＲＦＩＤ装
置が書き込み可能であることを理解できる。干渉しない材料は、小さな誘電特性を有し、
例えば、プラスチック（非カーボン）、および、エポキシ、アクリルまたはシリコーンシ
ーラントである。アンカー材料はＲＦＩＤ装置に少なくとも一部を包囲してキャビティ１
６４の内部環状壁部１６２と接着しなければならない。ＲＦＩＤ読取器１０００は、一意
的な識別子番号、製造者情報、およびサービス時間を含んで良い、ＲＦＩＤタグ／装置上
の情報をワイヤレスで読み出す。ＲＦＩＤ読取器は書き込み器であって良く、ＬＬＲＰ（
ローレベルリーダープロトコル）のようなソフトウェアを用いて、ＵＨＦ　ＲＦＩＤはＲ
ＦＩＤ装置に書き込みを行える。ジオロケーションも、他の関連データおよびメタデータ
、例えば、動力車タンクは稼働中かどうか、タンク製造業者、温度、充填履歴、視覚的検
査等とともに、求められて良い。
【００３０】
　ＲＦＩＤ読取器１０００は、一意的な識別子番号、製造者情報、およびサービス時間を
含んで良い、ＲＦＩＤタグ／装置上の情報をワイヤレスで読み出す。ジオロケーションも
、他の関連データおよびメタデータ、例えば、動力車タンクは稼働中かどうか、タンク製
造業者、温度、充填履歴、視覚的検査等とともに求められて良い。
【００３１】
　いくつかの例において、環状壁部１６２はアンカー材料の挿入に先立って粗面化されて
アンカー材料の接着用の粗面を実現して良い。いくつかの例において環状壁部の少なくと
も一部は付加的なアンカー材料１７０で覆われて良い。付加的な材料は絶縁体、衝撃吸収
材、接着剤、または、これに類するものであって良い。
【００３２】
　ＲＦＩＤ装置、とりわけ、アンテナは干渉を受けやすい。無線干渉が大きくなると、性
能が低下する。低誘電性材料は一般的にＲＦエネルギを反射せず、高誘電性材料に比べて
、ＲＦＩＤ装置の性能に与える影響が少ない。低誘電性材料は、非カーボンブラスチック
を含み、高誘電性材料はより多くのＲＦＩＤエネルギを反射してＲＦＩＤの性能を劣化さ
せる傾向がある。
【００３３】
　図５は、キャビティ１６４内のブラインドボス１５０を示し、ここでは、キャビティは
ネジ切り部４００を内部環状壁部１６２上に形成している。ネジ切り部はアンダーカット
を形成し、ここで、アンカー材料は、保持されＲＦＩＤ装置３００をアンカー材料中によ
り良好に保持する。図６は、突起４５０を伴うブラインドボスの側面を示し、突起４５０
は、ブラインドボスの閉じた端部１５５からキャビティ１６４中へと延びる。突起４５０
は低伝導性または非伝導性材料から構築され、ＲＦＩＤ装置との干渉を回避する。突起は
好ましくはブラインドボックスとともに形成される。当業者は、この開示の範囲から逸脱
することなく、単一の突起を複数の突起で置き換えて良いことを理解できる。アンカー材
料は突起の少なくとも一部を包囲するので材料を他の点に保持できる。突起の表面を粗面
化して接着を向上させて良い。
【００３４】
　図７は挿入可能な端部スリーブ５００を示し、これがブラインドボス１５０に付加され
て良く、また部分的にキャビティ１６４内において内部環状壁部１６２に固着されて良い
。端部スリーブ５００は効果的にブラインドボスの解放基端１６０の直径を減少させる。
ここで示されるものでは、端部スリーブは、ブラインドボスの内部環状壁部と係合する大
きさおよび寸法を有する。端部スリーブは、予め定められた厚さ５０２の輪形状であり、
輪環状壁部５０４を形成する。当業者は、スリーブ厚さがより大きくなって良く、また、
さらには、ブラインドボスへの全体開口をブロックするソリッド端部として延長されて良
いことが、この開示の範囲内であることを理解できるであろう。
【００３５】
　図８は、キャビティおよび外部環状壁部１６３の間を流体連通する通路６００を具備す
るブラインドボス１５０を示す。図示のとおり、アンカー材料２０２の一部は通路内に固
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着されてＲＦＩＤ装置を実装中にさらに保持する。
【００３６】
　図９は、挿入可能なアンカー支持されるＲＦＩＤ装置の組み立てを示す。プラグ７００
は少なくとも空洞形状を有し、ブラインドボスの内部環状壁部１６２に対応する外部壁部
７０２、少なくとも１つの部分端部キャップ７０３、解放端７０４、および、キャビティ
７０６を形成する内部環状壁部７０５を具備し、キャビティ７０６内においてアンカー材
料２００がＲＦＩＤ装置２００を包囲する。空気および湿気通路７０７が含まれて良い。
プラグ７００内にアンカー材料およびＲＦＩＤ装置を配置したのち、接着剤またはセメン
ト７５０がプラグの外部壁部およびキャビティ１６４の内部環状壁部の少なくとも一方に
載置される。そして、プラグをブラインド本体中へとスライドさせてＲＦＩＤを固着する
。
【００３７】
　図１０は追跡システムの全体構成を示し、ここで、トラクタ１００２およびトレーラ１
００４が気体燃料タンク１００を伴い、気体燃料タンク１００はブラインドボス１５０内
にＲＦＩＤ装置３００を具備し、これがＲＦＩＤ読取器１０００を通じてワイヤレスで情
報問合せを受ける。ＲＦＩＤ読取器１０００はタンク１００内のＲＦＩＤ装置との間で信
号通信１００５を行う。また、ＲＦＩＤ読取器は、ネットワーク１１００と信号通信を行
い、ここで、ＲＦＩＤ装置から集められた情報がサーバ１１２０に供給される。この情報
はデータベース１１５０にストアされて良い。また、サーバ１１２０は情報を分析して情
報の少なくともいくつかをスマートホンのような離隔されたコンピュータ装置へ送り、ま
たコンピュータに送り、タンクおよび動力車の位置を追跡させ、また動力車の所有者また
は運転手にタンクに関する通知を行って良い。いくつかの場合には、サーバは、決定およ
びルールエンジンを利用してデータを分析し、タンクの位置、動力車の位置、タンクが位
置特定されたときの温度、タンクが位置特定されたときの標高、タンクが位置特定された
ときの日付、その位置でのタンクの損傷の少なくとも１つを追跡するのに使用し、このデ
ータのサブセットを他のコンピュータ装置に供給するのに使用する。
【００３８】
　さらに、タンクに問い合わせを行うＲＦＩＤ読取器１０００と同時に、他の入力装置ま
たはセンサ１２００がｊｐｅｇ、ｍｐｅｇ、ジオグラフィック位置、温度、動力車ＩＤ、
視覚的検査のようなデータを収集し、オプションとして任意の他のセンサまたは入力装置
１２００を用いて良い。いくつかの場合において、他の入力装置またはセンサは、ＲＦＩ
Ｄ書き込み器／読取器に一体化されて良い。サーバ１１２０に供給されたデータはデータ
ベース１３５０にストアされて良い。このデータまたはメタデータはサーバ１１２０に送
られて良く、収集されて個別のタンクまたは動力車と関係づけられて良い。
【００３９】
　さらに、タンクに問い合わせを行うＲＦＩＤ読取器と同時に、カメラ等を含む、他の入
力装置またはセンサ１００４がｊｐｅｇ、ｍｐｅｇ、ジオグラフィック位置、温度、動力
車ＩＤ、視覚的検査のようなデータを収集し、オプションとして任意の他のセンサまたは
入力装置１００４を用いて良い。このデータまたはメタデータはサーバ１１２０に送られ
て良く、収集されて個別のタンクまたは動力車と関係づけられて良い。
【００４０】
　当該方法および手段は、現時点で最も実用的で好ましい実装例であると考えられるもの
に関連して説明されたけれども、この開示は説明された実装例に限定されないことを理解
されたい。特許請求の範囲の趣旨および範囲内に含まれる種々の変形や類似の構成をカバ
ーすることが意図されており、その範囲は、そのような変更や類似の構造を包囲するよう
に最も広い解釈に従うべきである。この開示は以下の特許請求の範囲の任意の実装および
すべての実装を含んで良い。
【００４１】
　開示の要旨から逸脱することなく、種々の変更を行えることに留意されたい。そのよう
な変更は当該記述中に内包されている。それらはこの開示の範囲内である。この開示は、
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個別的な観点、および、全体的なシステムの観点の双方からの、また方法および装置の態
様の双方からの開示の種々の側面をカバーする特許を形成することが意図されていると理
解されたい。
【００４２】
　さらに、この開示および特許請求の範囲の種々の要素の各々は、また、種々の態様で実
現されて良い。この開示はそのような変形の各々を内包することを理解されたい。実装の
変形は、任意の装置の実装形態の変形、方法またはプロセスの実装形態の変形、またはこ
れらの任意の要素の変形であっても良い。
【００４３】
　具体的には、開示が要素に関係するので、各要素の単語は、均等な、装置の用語または
方法の用語で表現されて良いことに留意されたい。これは単に機能または結果の場合でさ
えも当てはまる。
【００４４】
　そのような均等で、より広範で、また、より一般的でさえある用語は、各要素または動
作の記述において、画定されるべきであることに留意されたい。そのような用語は、この
開示に与えられる非明示的な広範な範囲を明瞭にする必要があるならば、置換されて良い
。
【００４５】
　すべての動作は、当該動作をなすための手段、または当該動作を引き起こす要素として
表現されて良いことに留意されたい。
【００４６】
　同様に、ここに開示される各物理的要素は、物理的要素が容易に実現する動作の開示を
包囲することに留意されたい。
【００４７】
　この特許出願において記述されたいずれの特許、刊行物、または他の参考文献は参照し
てここに組み入れられる。さらに、ここで使用された用語について、この出願中の使用が
そのような解釈に合致しない場合を除いて、一般的な辞書の定義が、各用語、すべての定
義、代替的な用語、および類語のために、ここに組み込まれることに留意されたい。それ
は、例えば、技術者により標準的な技術用辞書として認識されている辞書およびＲａｎｄ
ｏｍ　Ｈｏｕｓｅ　Ｗｅｂｓｔｅｒ'ｓ　Ｕｎａｂｒｉｄｇ
ｅｄ　Ｄｉｃｔｉｏｎａｒｙ、最新版のうちの少なくとも一方に含まれるものである。
【００４８】
　最後に、この出願に関連して提出された「情報開示ステートメント」または他の情報記
述の中に列挙されたすべての参考文献はここに添付され参照してここに組み入れる。ただ
し、上述の各々に関連して、ここに組み入れられるそのような情報または記述が当該開示
の特許と矛盾する範囲で、出願人は、そのような記述は明瞭に考慮すべきでないものとな
す。
【００４９】
　この点に関し、実務的な観点から、また潜在的には何百個の請求項を付加することを回
避するために、出願人は当初の従属関係で請求項を作成したことに留意されたい。
【００５０】
　記述裏付けは、１つの独立項または概念の下で表現された種々の従属関係または他の要
素を、任意の他の独立項または概念の下の従属関係または要素として付加することを新規
事項法が許容するのに必要な程度になされていることに留意されたい。これは合衆国特許
法３５ＵＳＣ１３２または他のそのようは法を含むけれども、これのみではない。
【００５１】
　実質的でない置換をなす範囲で、出願人が文言上いずれの具体的な実装例を包囲するよ
うに実際にはいずれかの請求項を記載していないという範囲で、また、その他の妥当な範
囲で、出願人は、どのような態様でも、出願人が単純にすべての偶発的事項を予期できな
かったような場合のように、保護範囲を実際に放棄することを意図していなかったことを



(11) JP 6467058 B2 2019.2.6

10

20

30

40

理解されたい。これは、当業者は、文言上、そのような代替的な実装例を包囲する請求項
を記述したとは合理的に考えられないからである。
【００５２】
　さらに、移行句「有する」（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）の使用は、伝統的なクレーム解釈
に従って、ここでは「オープンエンド」請求項を維持して利用されている。したがって、
文脈がそのようなでないことを必要とする場合でないかぎり、用語「有する」（ｃｏｍｐ
ｒｉｓｅ）またはその変形、例えば「ｃｏｍｐｒｉｓｅｓ」または「ｃｏｍｐｒｉｓｅｓ
」は、記述した要素またはステップまたは要素またはステップのグループを含み、任意の
他の要素またはステップまたは要素またはステップのグループを排除しないことを示唆す
ることを意図していることに留意されたい。
【００５３】
　そのような用語は、出願人に法律上許容できる最も広範な範囲の保護が与えられるよう
に最も拡張的な形態で理解されるべきである。
【符号の説明】
【００５４】
１００　　複合圧縮気体タンク
１０５　　ブラインドボス追跡部
１２０　　ライナー
１３０　　包み込み領域
１３３　　内部体積空間
１５０　　ブラインドボス
１５５　　閉じた末端
１６０　　解放基端
１６２　　内部環状壁部
１６３　　外部環状壁部
１６４　　内部キャビティ
１７０　　付加的なアンカー材料
２００　　アンカー材料
２０２　　アンカー材料
３００　　ＲＦＩＤ装置
４００　　ネジ切り部
４５０　　突起
５００　　端部スリーブ
５０４　　輪環状壁部
７００　　プラグ
７０３　　部分端部キャップ
１０００　　読取器
１００２　　トラクタ
１００４　　トレーラ
１１００　　ネットワーク
１１２０　　サーバ
１２００　　センサ、入力装置
１３５０　　データベース
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